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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年９月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２８年１２月１８日 ０７時３０分ごろ 

発生場所 鳴門海峡（大鳴門橋直下） 

 門
と

埼灯台から真方位２３２°３８０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１４.４′ 東経１３４°３９.４′） 

事故の概要  プレジャーボート高
たか

丸は、南東進中、転覆した。 

高丸は、操縦者が死亡し、船長が軽傷を負い、船外機に濡損を生じ

た。 

事故調査の経過  平成２８年１２月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 高丸、５トン未満 

 ２８０－３５３５０徳島、個人所有 

 ６.２７ｍ（Lr）×２.３５ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、７３.６０kＷ、平成２６年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成８年６月７日 

  免許証交付日 平成２７年１１月１６日 

         （平成３３年７月２３日まで有効） 

操縦者 男性 ６６歳 

 操縦免許 なし 

 死傷者等 死亡 １人（操縦者）、軽傷 １人（船長） 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.３～１.５ｍ、水温 約１７℃、潮汐 上げ潮の末期 

鳴門海峡の潮流：０５時３２分 北流開始 

        ０７時３０分 北流約７.５ノット（kn） 

        ０８時５９分 北流最強９.６kn 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、操縦者及び知人１人（以下「同乗

者」という。）を乗せ、平成２８年１２月１８日０７時１５分ごろ、兵

庫県南あわじ市福良
ふ く ら

漁港沖の釣り場に向け鳴門海峡を南進した。 
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 船長は、船尾に腰を掛け、操縦者が舵輪を持ち、大鳴門橋の２Ｐ及び

３Ｐとそれぞれ呼ばれる橋脚の間の水路（以下「本件水路」という。）

に向け、約６knの速力（対地速力、以下同じ。）で航行を続けた。（図１

参照） 

 

 

 

 

 

 

図１ 大鳴門橋（北方から望む） 

 船長は、大鳴門橋に接近するにつれて本船が３Ｐ側に接近していたの

で、操縦者に、海面が穏やかに見えた２Ｐ側に船首を向けさせ、潮流を

右舷側に受けて南東進した。 

 本船は、大鳴門橋を過ぎた頃、突然波高約１.５ｍの波を右舷側に受

けて左舷側に傾き、左舷船尾側から船内に大量の海水が流入し、０７時

３０分ごろ全員が海に投げ出されて転覆した。 

 船長及び同乗者は、共に転覆した本船の船底に上がり、操縦者の手を

つかんで支えていたところ、付近の漁船に救助された。 

 本船は、本事故の発生を海上保安庁へ通報したもう１隻の漁船によ

り、徳島県鳴門市亀浦漁港にえい
．．

航された。 

 船長及び操縦者は、病院に搬送された。 

 操縦者は、搬送された病院で死亡が確認され、死因は溺水と検案さ

れ、また、船長は頭頂部挫創と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 鳴門海峡潮流図（北流最強前

１時）、写真１ 本船、写真２ 本事故発生場所付近（現場調査時、

北流約５.７kn） 参照） 

 その他の事項  船長は、平成２５年ごろから操縦者に、釣りの計画及び操縦を任せて

いた。 

 船長は、操縦者に操縦を任せていたが、狭い所及び潮流の速い所を航

行するときには注意を行っており、本件水路を航行した経験が約２回あ

った。 

 本船は、乾舷が船首約０.６ｍ、船尾約０.２ｍであった。 

 船長、操縦者及び同乗者は、それぞれ救命胴衣を着用していなかっ

た。 

 地元の漁師は、本件水路が、比較的穏やかな海面であるが特に北流時

に急に波が立つ海域であり、南流時には通航するが、北流時には通航し

ていなかった。 

 救助した漁船の船長は、本件水路の付近で操業中、波が立つ場所に本

船が接近していたので注意して見ていた。 

淡路島側 四国側 

１Ａ ２Ｐ ３Ｐ ４Ｐ ５Ａ 

大鳴門橋 

本件水路 
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 海上保安庁刊行の水路図誌使用の手引（平成２６年７月）には、海図

の表現法の中で潮流について、概略次のことが記載されている。 

 (1) 潮流の激烈な狭い瀬戸等においては、しばしば渦流を生じる。 

 (2) 速い潮流が海底に起伏がある礁等の上を過ぎると、海面は波状

を現し、これを急潮といい、この激しいものを激潮という。 

 (3) 海図にはこれらの発生する位置を記号で表示している。 

 財団法人日本水路協会発行のプレジャーボート・小型船用港湾案内

（平成２３年６月）には、鳴門海峡について概略次のことが記載されて

いる。 

 (1) 鳴門海峡は、海域幅が狭く、潮流が極めて強く、流向が複雑で

あるので海難が非常に多い海域である。 

 (2) 出航する前に海についての情報収集を行うことが重要である。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、鳴門海峡において、北流約７.５knの状況下、潮流を右舷側

に受けて本件水路を南東進中、波高約１.５ｍの波を右舷側から受けた

ことから、左舷側に傾斜して左舷船尾側から大量の海水が船内に流入

し、転覆したものと考えられる。 

 船長は、本件水路の航行経験が２回あったこと及び海面が穏やかに見

えたことから、本件水路を航行したものと考えられる。 

 操縦者の死因は、溺水であった。 

原因  本事故は、鳴門海峡において、本船が、北流約７.５knの状況下、本

件水路を南東進中、波高約１.５ｍの波を右舷側から受けたため、左舷

側に傾斜して左舷船尾側から大量の海水が船内に流入し、転覆したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次

のことが考えられる。 

 ・船長は、出航前に潮流の情報等を十分に調査し、自船の堪
たん

航性を考

慮して航海計画を作成すること。 

 ・小型船舶の暴露甲板に乗船している場合、救命胴衣等の着用に努め

るとともに、適切な着用を心掛けること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図２ 鳴門海峡潮流図（北流最強前１時） 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本事故発生場所付近（現場調査時、北流約５.７kn） 
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